
　本来「財産」である家ですが、空き家となり適正な管理がされ
ていないとあっという間に負の財産になってしまいます。市内で
増加する空き家について一緒に考えてみませんか。

特集

空き家の
今と未来を考える

問 建築住宅課建築住宅係　☎0263�0280　内線1291

増
加
す
る
空
き
家

　
本
市
で
は
、
令
和
３
～
４
年
度
に

か
け
て
、
市
内
全
地
区
の
空
き
家
等

実
態
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
調

査
は
、
各
地
区
か
ら
空
き
家
と
思
わ

れ
る
建
物
リ
ス
ト
の
情
報
提
供
を
受

け
、
市
職
員
が
報
告
の
あ
っ
た
物
件

を
見
て
状
況
を
確
認
す
る
も
の
で
す
。

そ
の
結
果
、
前
回
の
調
査
で
把
握

し
て
い
た
数
の
約
１・５
倍
と
な
る
、

１
２
０
０
件
を
超
え
る
空
き
家
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

（
グ
ラ
フ
参
照
）

適
切
な
管
理
が
大
切

　　
調
査
の
中
で
は
、
十
分
な
管
理
が

さ
れ
ず
老
朽
化
が
進
み
、
周
辺
の
生

活
環
境
を
害
す
る
恐
れ
が
あ
る
も
の

や
、
草
木
が
繁
茂
す
る
な
ど
、
管
理

が
行
き
届
い
て
い
な
い
空
き
家
が
多0
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■本市の空き家の推移

630
825

1,209

空き家とは
　建物またはこれに付属す
る工作物（塀やカーポート
など）であって１年を通し
て居住などの実態がないも
のおよびその敷地（立木そ
の他の土地に定着するもの
を含む）

※この数値は空き家等実態調査によるものです。

【特定空き家の例】現在は所有者により解体済みです。
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数
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
状
態

が
続
く
と
、
近
隣
に
迷
惑
が
か
か
り
、

不
法
侵
入
や
ご
み
の
不
法
投
棄
な
ど

犯
罪
の
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
た
り
、
景

観
・
衛
生
環
境
の
悪
化
で
地
域
イ

メ
ー
ジ
の
低
下
に
つ
な
が
っ
た
り
し

て
し
ま
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
著
し
く
周
辺
環
境
へ
悪

影
響
が
あ
り
、
住
民
の
生
命
、
身
体
、

財
産
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
判
断
さ
れ

る
と
、「
特
定
空
き
家
」
に
認
定
さ

れ
ま
す
。
不
十
分
な
管
理
が
原
因
で

事
故
な
ど
が
起
き
る
と
、
所
有
者
に

多
額
の
損
害
賠
償
が
発
生
す
る
恐
れ

も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
空
き
家

に
な
る
前
の
予
防
や
定
期
的
な
点
検

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

相
続
に
つ
い
て
考
え
る

　
近
年
は
、
所
有
者
の
高
齢
化
に
よ

り
判
断
能
力
が
低
下
し
、
意
思
表
示

が
で
き
な
か
っ
た
り
、
相
続
登
記
が

し
た
く
て
も
相
続
人
の
所
在
が
分
か

ら
な
か
っ
た
り
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え

て
い
ま
す
。
相
続
登
記
が
で
き
な
け

れ
ば
、
家
の
売
却
や
固
定
資
産
税
の

支
払
い
が
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
な
く
な

る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
６
年
４
月

か
ら
は
相
続
登
記
が
義
務
化
さ
れ
ま

す
の
で
、早
め
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
判
断
能
力
が
十
分
に
あ
る

う
ち
に
家
族
信
託
（
民
事
信
託
）
制

度
を
利
用
し
て
、
信
頼
で
き
る
家
族

に
家
の
管
理
や
処
分
を
任
せ
る
こ
と

も
、
空
き
家
の
予
防
と
な
り
ま
す
。

空
き
家
に
な
る
前
か
ら
家
族
み
ん
な

で
家
の
今
後
の
こ
と
を
考
え
、
相
続

関
係
を
整
理
す
る
な
ど
、
家
の
将
来

に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
活
用
を

　
本
市
で
は
、
空
き
家
を
適
正
に
管

理
す
る
た
め
の
方
法
や
、
空
き
家
の

利
活
用
方
法
な
ど
、
空
き
家
対
策
全

般
に
関
わ
る
内
容
を
記
載
し
た
「
塩

尻
市
空
き
家
等
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
を

作
成
し
ま
し
た
。「
何
か
ら
手
を
つ

け
れ
ば
よ
い
の
か
」「
相
続
や
税
優

遇
、
市
の
補
助
制
度
は
な
い
の
か
」

な
ど
の
疑
問
に
つ
い
て
、
こ
の
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク
を
ご
覧
に
な
り
、
適
正
な

管
理
と
利
活
用
に
つ
な
げ
ま
し
ょ
う
。

塩尻市空き家等ハンドブック

　塩尻市空き家等ハンド
ブックは、市役所２階建築
住宅課の窓口で受け取る
か、下のコー
ド（市ホーム
ページ）から
ダウンロード
してください。

問 建築住宅課建築住宅係　☎0263�0280　内線1291

　空き家の適正管理や利活用方法、今からできる対策など、
空き家に関する住民啓発講座を公民館と共催で行います。開
催日などの詳細は、右のコード（市ホームページ）をご覧く
ださい。

空き家等対策住民啓発講座

問 ㈱しおじり街元気カンパニー　☎0263�8530

空き家相談会および移住定住相談会

■対象　市内に空き家を所有している人、本市への移住や定住を検討して　
　　　　いる人
■日時　7月30日㈰　午前 9時～正午、午後 1時～ 4時
※相談は１組１時間までです。
■場所　
　えんぱーく４階405号室しおじり街元気カンパニー
■申し込み方法　電話またはメール（ iju.teiju@
　shiojiri-genki.com）でお申し込みください。
■申込締め切り日　7月28日㈮
※オンラインでの相談もできます。
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空
き
家
の
幅
広
い
相
談
が
可
能

　
株
式
会
社
し
お
じ
り
街
元
気
カ

　
株
式
会
社
し
お
じ
り
街
元
気
カ

ン
パ
ニ
ー
（
以
下
街
カ
ン
）
は
、

ン
パ
ニ
ー
（
以
下
街
カ
ン
）
は
、

市
と
民
間
企
業
が
出
資
し
設
立
し

市
と
民
間
企
業
が
出
資
し
設
立
し

た
第
３
セ
ク
タ
ー
の
会
社
で
す
。

た
第
３
セ
ク
タ
ー
の
会
社
で
す
。

主
に
、
空
き
家
や
移
住
・
定
住
に

主
に
、
空
き
家
や
移
住
・
定
住
に

関
す
る
相
談
、
補
助
金
の
相
談
、

関
す
る
相
談
、
補
助
金
の
相
談
、

空
き
家
の
所
有
者
と
利
用
希
望
者

空
き
家
の
所
有
者
と
利
用
希
望
者

と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
を
行
っ
て

と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。

い
ま
す
。

　
街
カ
ン
の
特
長
は
、
所
有
者
の

　
街
カ
ン
の
特
長
は
、
所
有
者
の

相
続
や
財
産
管
理
な
ど
の
相
談
、

相
続
や
財
産
管
理
な
ど
の
相
談
、

利
用
希
望
者
の
希
望
に
合
う
空
き

利
用
希
望
者
の
希
望
に
合
う
空
き

家
探
し
な
ど
、
専
門
知
識
が
必
要

家
探
し
な
ど
、
専
門
知
識
が
必
要

な
幅
広
い
相
談
を
１
カ
所
の
総
合

な
幅
広
い
相
談
を
１
カ
所
の
総
合

窓
口
と
し
て
相
談
で
き
る
と
こ
ろ

窓
口
と
し
て
相
談
で
き
る
と
こ
ろ

で
す
。
よ
り
専
門
知
識
が
必
要
な

で
す
。
よ
り
専
門
知
識
が
必
要
な

場
合
は
、
専
門
家
を
紹
介
す
る
こ

場
合
は
、
専
門
家
を
紹
介
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

と
も
で
き
ま
す
。

空
き
家
に
合
う
利
活
用
方
法
を

　
年
々
新
規
で
空
き
家
に
な
る
件

数
は
増
え
て
お
り
、
空
き
家
の
利

活
用
方
法
に
関
す
る
相
談
も
増
え

て
い
ま
す
。

■
空
き
家
の
利
活
用
方
法

賃
貸

　

〇
メ
リ
ッ
ト　
思
い
出
の
住
ま

　
　
い
が
生
か
さ
れ
家
賃
収
入
が

　
　
得
ら
れ
る

　

〇
デ
メ
リ
ッ
ト　
大
家
と
し
て

しおじり街元気カンパニー

所有者所有者とと利用希望者利用希望者のの
思い思いにに寄り添う寄り添う
　空き家の相談を一挙に受け付けるワンストップ窓口。
今回は、空き家コーディネーターの藤森茂樹さんに、
空き家の利活用方法についてお聞きしました。 ㈱しおじり街元気カンパニー

藤森　茂樹さん

　
　
管
理
や
修
繕
に
費
用
が
か
か
る

建
物
付
き
で
売
却

　
〇
メ
リ
ッ
ト　
解
体
費
が
か
か

　
　
ら
な
い
、
中
古
住
宅
を
探
し

　
　
て
い
る
人
の
需
要
が
あ
る

　
〇
デ
メ
リ
ッ
ト　
家
の
状
態
や

　
　
価
格
に
よ
っ
て
買
い
手
が
つ

　
　
か
な
い
こ
と
が
あ
る

更
地
に
し
て
売
却

　
〇
メ
リ
ッ
ト　
解
体
に
よ
り
土

　
　
地
の
売
却
が
容
易

　
〇
デ
メ
リ
ッ
ト　
建
物
付
き
よ

　
　
り
も
解
体
費
分
の
経
費
が
か

　
　
か
る

※
ほ
か
に
も
、
メ
リ
ッ
ト
や
デ
メ

リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

空
き
家
を
う
ま
く
利
活
用

　

街
カ
ン
で
は
、
よ
り
多
く
の

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
、
で
き

る
だ
け
建
物
付
き
で
空
き
家
バ
ン

ク
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
中
古
物

件
に
住
み
た
い
人
も
、
更
地
に
し

て
土
地
活
用
を
し
た
い
人
も
利
活

用
し
や
す
い
か
ら
で
す
。

　
し
か
し
利
活
用
方
法
は
、
家
の

状
況
や
所
有
者
の
思
い
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
。
所
有
者
の
気
持
ち

に
寄
り
添
い
、
ど
の
よ
う
な
状
態

で
あ
れ
ば
空
き
家
を
う
ま
く
利
活

用
で
き
る
か
を
考
え
な
が
ら
、
デ

メ
リ
ッ
ト
を
少
な
く
す
る
方
法
を

所
有
者
と
一
緒
に
考
え
て
い
ま
す
。

㈱しおじり街元気カンパニー
今井　斐子さん

Before After

　雨漏りしていて柱・梁に歪みがあり、
使用できる状態ではなかったため、解
体し更地にして売却することを選択。

　　解体して土地活
用をする物件も増
えています。解体
した物件の事例を
紹介します。

更地にして土地活用

▶

　利用希望者から家を新築したいとい
う相談を受けて、更地になったこの土
地を街カンで紹介。
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自
分
が
生
ま
れ
た
こ
の
家
を
残
し

た
い
と
い
う
思
い
や
、
経
済
面
、

家
の
耐
久
性
、
間
取
り
な
ど
を
総

合
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
塩
尻
市
は
寒
冷
地
の
た
め
、
適

切
な
管
理
が
さ
れ
て
い
な
い
と
水

道
管
が
破
裂
し
た
り
、
家
が
劣
化

し
や
す
く
な
っ
た
り
し
ま
す
。
リ

フ
ォ
ー
ム
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
と

空
き
家
を
売
却
し
づ
ら
く
な
り
ま

す
。
家
を
ど
う
し
た
い
か
迷
っ
て

い
る
段
階
で
も
良
い
の
で
、
早
め

の
相
談
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
利
用
希
望
者
は
気
に

入
っ
た
家
が
あ
れ
ば
、
家
の
状
態

や
地
域
の
様
子
を
知
る
た
め
に
、

実
際
に
現
地
へ
足
を
運
ぶ
こ
と
が

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

空き家を動画で紹介中！
　塩尻市空き家バンクに登録している空き家
をYouTubeショートで内覧できます。気軽
に視聴できるので、ぜひご覧ください。
※掲載されている動画は、６月21日時点のも
のです。

▼詳細はこちら

塩尻市空き家バンク

　空き家バンクは、市内の空き家を「売りた
い・貸したい」と考える人と、空き家を「買
いたい・借りたい」と考える人を仲介するサー
ビスです。
●登録対象となる地域　
　市内全域（土石流・急傾斜地の特別警戒区
　域を除く）
●登録対象となる物件　
　個人が居住を目的として建築した住宅およ
　びその敷地であって、現に居住していない
　または居住しなくなる予定の物件
●登録情報の公開　
　登録いただいた情報は、市ホームページで
　随時公開します。

注意事項

　市では、空き家バンクに登録された物件に
関して、利用登録者に情報の提供を行います
が、交渉や契約に関しての仲介行為は行いま
せん。登録時に、当事者間で直接交渉するか、
宅地建物取引業者に仲介を依頼するかを選択
していただきます。

▼空き家バンクに登録され
ている空き家の詳細はこちら

【塩尻市の空き家サポート体制】

＜ワンストップ窓口＞
しおじり街元気カンパニー

マッチング

相談相談

補助金

委託・連携

市建築住宅課

特集
空き家の今と未来を考える

㈱しおじり街元気カンパニー
お問い合わせはこちら

■場所　えんぱーく４階405号室
■お問い合わせ先
　〇電話　☎0263�8530
　〇メール　
　　 iju.teiju@shiojiri-genki.com
　〇ホームページ　
　　 URL https://shiojiri-genki.com/
※来社相談をご希望の際は事前にご連絡ください。

不動産事業者
（空き家利活用促進連絡会）

空
き
家
の

利
用
希
望
者

空
き
家
の

所
有
者

仲介

協定

仲介

連携

補助金
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かつて旅
はた ご
籠だった築100年のこの家で、シェアハ

ウスを含むコミュニティ拠点の場を運営してい
ます。塩尻市は、人が来る“流入機能”は充実して
いるけれど、人が留まる“滞留機能”は構築が必要
でした。以前からシェアハウスなどを運営していて、
人が留まるコミュニティ拠点をつくりたいと行政や
街カンに相談し、条件に合ったのがこの物件でした。
所有者の「この家を大切に残したい」という思いや、
地域住民の温かさなどがマッチングし、平成31年１
月にオープンしました。
　年々空き家が増えています。より多くの人に空き
家バンクを知ってもらえれば、空き家を再生する機
会が増え、それが連鎖することで地域を持続させら
れると思います。住む場所の選択肢を増やし、人々
が帰ってくる場所を残しておくために自分たちが今
できることをしていきたいです。

人が留まる
コミュニティ拠点

宿場n
の い え

oie坂勘 -sakakan-
たつみ　かずきさん・山田　海斗さん

（贄川）

　空き家を利活用し、そこに住むと決めた人た
ちがいます。空き家に対する思いや今の暮らし
についてお聞きしました。

それぞれの思いを紡ぐ

空き家を生かして空き家を生かして
暮らしを楽しむ暮らしを楽しむ

　本市の空き家利活用補助制度をご紹介します。
１年間を通して居住実態がない物件が対象となります。

　空き家整備事業
●対象　空き家の所有者および利用者（条件あり）
●対象経費　ごみ処理手数料、リサイクル料金、家財
　等処分委託費、敷地内の樹木伐採などに掛かる経費
●補助金額　対象経費の２分の１以内（上限10万円）
※空き家バンクに登録する（している）物件が対象です。

　空き家改修事業
●対象　空き家の所有者および利用者（条件あり）
●対象経費　改修工事費
●補助金額　対象経費の２分の１以内（上限50万円）
※空き家バンクに登録する（している）物件が対象です。

　空き家解体事業
●対象　空き家の所有者
●対象経費　解体工事費
●補助金額　
　○立地適正化計画による居住誘導区域で旧耐震基準
　　の空き家（木造住宅は耐震診断をしたもの）の場合
　　対象経費の２分の１以内（上限100万円）
　○上記以外の空き家の場合
　　対象経費の２分の１以内（上限50万円）
※解体後の土地を戸建住宅の用地とすることが条件です。

▶このほかにも条件があります。補助
　金の詳細は右のコード（市ホームペー
　ジ）をご覧ください。

▼ ▼

空き家利活用に関する補助金

B
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特集
空き家の今と未来を考える

住んでいた歴史を感じ
住み継ぐ

移住者

内田　考生さん・恵美子さん

（贄川）

海外で仕事をしていましたが、新型コロナウイル
ス感染症の影響で隣市で仕事をすることにな

り、帰国を考え始めるのと同時に物件を探し始めま
した。もともと古民家が好きだった私たちは、空き
家バンクの物件を閲覧しました。街カンで紹介して
もらった２軒を内覧し、旅籠としての歴史があった
今の物件に一目ぼれしてしまいました。古民家の良
いところは、建てた大工さんの思いや以前にお住ま
いの人の物語を感じられる事です。重厚な建具や使
い込んだ持ち手などに思いを馳せます。
　昭和５年に贄川で起きた大火事。それでも消失し
なかった歴史あるこの家を、私たちは住み継ぎまし
た。いずれは私たちも後世に住み継ぐ時が来ます。
そこにはとても大きな責任がありますが、この地域
とそこに建つこの家を残したいという思いを胸に、
生かす方法を考えていきたいと思います。

cafeたね・古道具こはく
加藤　敏江さん・博さん

（上組）

私たちは他市でカフェを営業していましたが、令
和４年１月に洗馬上組に移転し、営業していま

す。移転前のカフェは自宅から距離があり、毎日の
移動が大変でした。そこで自宅兼カフェとして利用
できる場所を探していたところ、塩尻市の空き家バ
ンクで希望に合う物件を発見しました。すぐに街カ
ンへ問い合わせ、内覧し、移住を決めました。
　オープン前には、自分たちの手でほとんどの場所
を改修しました。空き家を改修する補助金の条件が
当てはまらず利用していませんが、補助金の対象や
条件がさまざまなので、空き家を希望する人は調べ
ることをお勧めします。また、地元農家の作物や作
家の作品、夫の修理した古道具の展示・販売スペー
スも広く設けられました。地域の人がカフェに訪れ
てくれるなど地域とのつながりも増え、とても良い
物件に巡り合えたなと感じています。

みんなの笑顔であふれる
カフェをオープン

▼ ▼▼ ▼
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